
伊 丹 市 環 境 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム 実 施 要 綱  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は ， 伊 丹 市 環 境 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム （ 以 下 「 シ

ス テ ム 」 と い う 。） の 基 本 的 事 項 並 び に 本 市 が 行 う 事 務 事 業 に お

け る 環 境 配 慮 の 取 組 み 及 び 環 境 保 全 に 関 す る 行 動 を 適 切 に 実 行

す る た め の 推 進 体 制 を 定 め る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 用 語 の 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 定 義 は ， そ れ ぞ

れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

⑴  環 境 方 針  シ ス テ ム の 運 営 を 通 じ て 取 り 組 む 環 境 配 慮 及 び 環

境 保 全 に 関 す る 行 動 の 基 本 理 念 並 び に 基 本 方 針 を い う 。  

⑵  数 値 目 標  環 境 方 針 の 達 成 の た め ， 本 市 の 環 境 基 本 計 画 に 掲

げ ら れ て い る 環 境 指 標 を い う 。  

⑶  環 境 配 慮 行 動  第 ６ 号 に 定 め る 実 施 組 織 が 環 境 負 荷 を 低 減 し ，

環 境 関 連 施 策 を 推 進 す る た め に 実 施 す る 取 組 み を い う 。  

⑷  シ ス テ ム の 総 括 責 任 者  シ ス テ ム を 総 括 す る 責 任 者 を い う 。  

⑸  実 行 責 任 者  シ ス テ ム 運 用 に 関 す る 各 所 属 及 び 組 織 の 責 任 者

を い う 。  

⑹  実 施 組 織  シ ス テ ム を 運 用 す る 所 属 及 び 組 織 を い う 。  

⑺  監 査 組 織  環 境 配 慮 行 動 の 取 り 組 み 状 況 及 び 数 値 目 標 の 達 成

状 況 を 監 査 す る 組 織 を い う 。  

（ シ ス テ ム の 適 用 範 囲 ）  

第 ３ 条  シ ス テ ム の 適 用 対 象 は ， 次 に 掲 げ る 施 設 及 び 組 織 と す る 。 

⑴   適 用 対 象 施 設  市 庁 舎 ， 伊 丹 市 立 消 費 生 活 セ ン タ ー ， 支 所 ，

分 室 ，伊 丹 市 立 人 権 啓 発 セ ン タ ー ，伊 丹 市 営 斎 場 ，環 境 ク リ ー

ン セ ン タ ー ，伊 丹 市 立 保 育 所 ，伊 丹 市 立 こ ど も 発 達 支 援 セ ン タ

ー ，伊 丹 市 立 こ ど も 文 化 科 学 館 ，伊 丹 市 立 文 化 会 館 ，伊 丹 市 立

音 楽 ホ ー ル ，市 立 伊 丹 ミ ュ ー ジ ア ム ，伊 丹 市 公 設 市 場 ，公 園 管

理 事 務 所 ，教 育 委 員 会 所 管 の 学 校 園 そ の 他 教 育 機 関 並 び に 消 防



本 部 ，消 防 署 及 び 消 防 出 張 所 並 び に 上 下 水 道 局 庁 舎 ，交 通 局 庁

舎 並 び に 伊 丹 病 院 庁 舎  

⑵  適 用 対 象 組 織  市 長 部 局 ， 市 議 会 事 務 局 ， 選 挙 管 理 委 員 会 ，

監 査 委 員 事 務 局 ， 農 業 委 員 会 事 務 局 ， 公 平 委 員 会 事 務 局 ， 固 定

資 産 評 価 審 査 委 員 会 ，教 育 委 員 会 事 務 局 ，消 防 局 ，上 下 水 道 局 ，

交 通 局 及 び 伊 丹 病 院 事 務 局  

（ シ ス テ ム の 総 括 責 任 者 の 役 割 ）  

第 ４ 条  市 長 は ， シ ス テ ム の 総 括 責 任 者 と し て 次 に 掲 げ る 事 項 を 行

う も の と す る 。  

⑴  環 境 配 慮 行 動 の 取 り 組 み 項 目 の 設 定  

⑵  監 査 組 織 へ の 監 査 の 依 頼  

⑶  実 施 組 織 へ の 是 正 措 置 の 勧 告 及 び 研 修 の 実 施  

（ 実 行 責 任 者 の 役 割 ）  

第 ５ 条  実 行 責 任 者 は ， 次 に 掲 げ る 事 項 を 行 う も の と す る 。  

⑴  環 境 配 慮 行 動 の 取 り 組 み 項 目 の 実 施 状 況 及 び 数 値 目 標 の 達 成

状 況 等 の 把 握 及 び 報 告  

⑵  環 境 配 慮 行 動 に 関 す る 指 導 及 び 研 修 の 実 施  

⑶  そ の 他 シ ス テ ム の 運 用 に 関 し 必 要 な 事 項  

（ シ ス テ ム の 運 用 等 ）  

第 ６ 条  シ ス テ ム の 総 括 責 任 者 は ， 環 境 方 針 に 基 づ き ， シ ス テ ム を

構 築 し ， 運 用 し な け れ ば な ら な い 。  

２  実 行 責 任 者 は ， シ ス テ ム の 運 用 に 関 し ， 所 属 す る 職 員 を 適 切 に

指 導 し な け れ ば な ら な い 。  

３  職 員 は ， 実 行 責 任 者 の 指 示 に 従 っ て ， 適 切 に シ ス テ ム を 運 用 し

な け れ ば な ら な い 。  

（ 監 査 組 織 の 構 成 ）  

第 ７ 条  監 査 組 織 は ， 次 項 で 定 め る 監 査 員 で 組 織 す る 。  

２  監 査 員 は ， 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 の う ち か ら ， シ ス テ ム の 総 括 責

任 者 が 委 嘱 し ， 又 は 任 命 す る 。  

⑴  市 民  



⑵  事 業 者  

⑶  学 識 経 験 者  

⑷  市 職 員  

⑸  そ の 他 シ ス テ ム の 総 括 責 任 者 が 必 要 と 認 め る 者  

３  監 査 に 際 し て の 監 査 員 の 半 数 以 上 は ， 前 項 第 １ 号 ， 第 ２ 号 及 び

第 ３ 号 を も っ て 構 成 さ れ な け れ ば な ら な い 。  

（ 監 査 員 の 任 期 ）  

第 ８ 条  監 査 員 の 任 期 は 委 嘱 の 日 か ら 当 該 年 度 の 年 度 末 ま で と す

る 。 た だ し ， 再 任 を 妨 げ な い 。  

（ 監 査 組 織 の 庶 務 ）  

第 ９ 条  監 査 組 織 の 庶 務 は ， 市 民 自 治 部 グ リ ー ン 戦 略 推 進 室 環 境 保

全 課 に お い て 行 う 。  

（ 監 査 の 実 施 ）  

第 １ ０ 条  監 査 組 織 は ， 年 １ 回 以 上 ， 監 査 を 実 施 す る も の と す る 。 

２  前 項 の 実 施 の 時 期 に つ い て は シ ス テ ム の 総 括 責 任 者 が 別 に 定

め る 。  

３  監 査 組 織 は ， 監 査 を 終 了 し た と き は ， 監 査 報 告 書 を シ ス テ ム の

総 括 責 任 者 に 提 出 す る と と も に ， 改 善 が 必 要 な 場 合 は ， シ ス テ ム

の 総 括 責 任 者 に 是 正 勧 告 書 を 提 出 す る も の と す る 。  

４  シ ス テ ム の 総 括 責 任 者 は ， 前 項 に 規 定 す る 監 査 報 告 書 及 び 是 正

勧 告 書 を ， 実 施 組 織 に 周 知 す る も の と す る 。  

（ 再 監 査 の 実 施 ）  

第 １ １ 条  シ ス テ ム の 総 括 責 任 者 は ， 是 正 勧 告 書 を 受 け た 場 合 は ，

実 行 責 任 者 に 対 し て ， 速 や か に 措 置 計 画 書 を 作 成 し ， 適 切 な 是 正

措 置 を 講 じ る よ う 指 示 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

２  実 行 責 任 者 は ， 速 や か に 適 切 な 措 置 を 講 じ た 後 ， そ の 是 正 結 果

を シ ス テ ム の 総 括 責 任 者 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

３  シ ス テ ム の 総 括 責 任 者 は ， 是 正 措 置 が 完 了 し た 場 合 は ， そ の 旨

を 監 査 組 織 に 報 告 し ， 再 監 査 を 依 頼 し な け れ ば な ら な い 。  

４  監 査 組 織 は ， 再 監 査 を 終 了 し た と き は ， 再 監 査 報 告 書 を シ ス テ



ム の 総 括 責 任 者 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

５  シ ス テ ム の 総 括 責 任 者 は ， 前 項 の 再 監 査 報 告 書 の 提 出 を 受 け た

と き は ， 実 施 組 織 に 周 知 す る も の と す る 。  

（ 公 表 ）  

第 １ ２ 条  シ ス テ ム の 総 括 責 任 者 は ， 監 査 結 果 そ の 他 シ ス テ ム の 運

用 に 関 す る 事 項 を ， 公 表 し な け れ ば な ら な い 。  

 

付  則  

（ 実 施 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 平 成 １ ８ 年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ０ 年 ８ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ２ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 令 和 ４ 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


